
- 1 -

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする

者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。

令和２年６月30日

秋田県知事 佐 竹 敬 久

１ 申請のあった年月日

令和２年６月15日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 集い

３ 代表者の氏名

小 野 秀 一

４ 主たる事務所の所在地

秋田県由利本荘市畑谷字東畑谷83番地１

５ 定款に記載された目的

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動機会の提供を通じて、個

人が生かされるサービスを適切かつ効果的に提供するとともに、共生社会の実現を目指し、地域福祉の増進に寄与す

る。


